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経済論叢(京 都大学}第169巻 第1号,20〔,2年1月

.1950年 代中葉家電流通機構の特徴.

大 内 秀 二 郎

1は じ め に

本 稿 は,全 国 ラ ジオ 電機 組.合連 合 会(以.ド,全 う連 と略記 〉 の 諸活 動 を 中心

と して,1950年 代 中 葉 の 家電 流 通 シ ス テ ムめ 特 徴 を明 らか に す る と と もに,そ

の 分 析 を通 じて,1960年 代 か ら本 格 化 す る メ ー カー の 流 通系 列化 政策 の 要 因 を

考 察 す る こ と を課 題 とす る 。

従 来,日 本 の 商 業 経 済論,マ ー ケ テ ィン グ論,経 営 史の 分 野 に お い て,高 度

成 長 期 の メー カ ー に よる 流通 系列 化 政 策 が 非 常 に注 目 され て きた 。例 え ば森 下

二 次 也 は そ の 諸 論 文Dに お い て,商 業 資 本 の 系 列 化 を 「マ ー ケ テ ィン グ活 動 の

内 容 をな し」 「マ ーケ テ ィ ング が有 効 に 成 立 す る た め の 条 件,基 礎 をつ く り,

維 持 して い くた め の 活 動 で あ る」3}とした う えで,系 列 化 され た 商 業資 本 の商 品

はあ くまで 「一 つ の 特 定 され た 産業.資本 の 商 品 」 に過 ぎず,系 列 化 され た商 業

資 本 は 「商 品資 本 の 実 現 とい う機 能」 を 「産 業 資 本 に還 元 」 して し ま う3ヨこ と

を指 摘 した 。 同様 に風 呂 勉 〕は,商 業 資 本 の.系列 化 を 「個 別 の 産業 資 本 家 が 個

別 の 商 人 に対 して 個 別 の 支配 関係 を設 定.し,自 己 製 品 の 個 別 化 され.た価 値 実 現

操 作 を図 る こ とで あ る」 と定 義 し,「 二 方 で は 自己 製 品 の差 別 化 され た佃 値 実

現 を確 保 し,他 方 で は商 人 を市 場 危 険 の 緩 衝 材 と して 利 用.する」 とい う点 で

1)森1・.二 次 也 「マ ーケテ ィングの基礎 」『経営研究」第工34号19744一(『 商業経 済論 の体系 と展

開』千倉書房,1993年,に 所 収∂,同 『現代商業経済誌[改 訂版]』 有斐閣,1977年,283ぺ ・.一ジ。

2)森 下.....=次也 「商業経 済論 の体系 と展開1228ペ ージ。

3)森.卜.二 次也 「現代 商業経 済論[改 言∫版]』 器3ぺ ・..ジゆ

4)風 呂勉 『マーケテ ィング ・チャネル行動論」千倉書房.1968年 。
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1現 実 的で 高 等 な,背 反打 開 策」 で あ る と特 徴 づ けて い る%

一 方
,田 村 正 紀61は,流 通 系 列 化 の 側 面 を,小 売 商 との 連携 を強 化 しよ う と

す る1リ ンケ ー ジ側 面 」 と,小 売 商 と他 の売 り手 との取 引 を排 除 しよ う とす る

「プ ロ ッケ ー ジ側 面 」 と に整 理 し た上 で,実 証 分 析 を通 じて,日 本 にお け る流

通 系 列 化 は前 者 の側 面 が よ り強 い こ とを示 し,「 日本 にお け る 中小 小 売 商 の 流

通累列死は,た んなる支配 ・従属関係ではなく,寡 占的製造企業 と中小小売商

との利益共同体的性格を有する.Pと結論づけた。.

これらの流通系列化に対する理論的.検討に加え,流 通系列化の実態を記述し

たものとして,家 電メーカー,特 に松.ド電器産業(以 下,松 下と略記)の 流通

系列化政策の展開を分析 した孫の諸論文宕遊 はじめ,数 多 くの研究り蓄積9:がある。

流通系列化の本質を理解するためには,理 論演繹的な検討や,統 計資料 ・質

問表調査に基づ く実証研究に加えて,実 際に流通系列化がどのように展開され

.たかを踏まえることが不可欠である。その意味において,さ きに紹介した個別

事例研究の意義は大きい。 しかし,従 来の事例研究では,高 度成長期以降に研

究の焦点があてられることが一般的であった1%確 かに,流 通系列化は高度成

長期において積極的に展開されるようになったメーカーのチャネル政策ではあ

るが,メ ーカーに流通系列化の展開を迫?た 要因が萌芽的にであれ高度成長期

5)同 上書,142.143ペ ー γ。

6)田 村正紀 『日本型流 通システム』千倉書房,1986年p

7〕 同上書,22ヨ ベ ージ。

8)孫 一善 「高度成長期 における家 電流通構 造の変化一.家電 メーカーの販社 制度 を中心 に」『東京

大学経済学研究』第35巻,1992年,同 「高度成長期 におけ る流通系列化の形成 松下 販社制 度の

形成 をll1心に」「経営 史学」第29巻 第3号,1994年 。

9)尾 崎 久仁博 「戦前期松下のチ ャネル行動 と経営戦略」 『彦根論 遊』第270-271号,片.岡 信之 「松

卜.電器 の販売政策」(臨 谷 大学社会科学研究所編 『社会科学研究 年報』 第2号)1971年,下 谷政

弘 「流 通.系列 の形 成 と松 下電 器 グループ.」「経済論叢」 第153巻 第12号1994年.竹 濱 朝美

「高度成長期 におけ る家電産業のマーケテ ィング戦略 と流通系列 化一生活様式の変容 と耐久消費

財産業 〔1:}」1立命館 産業社会論集」.第27巻第3号,1991年,崔 相鐵 「流通系列化政策の歴史的展

開..一 松 ド電器の チャネル戦略1(嶋 口充輝 ・竹内弘 高 ・片平秀 貴 ・石 井淳蔵 編 『営業 ・流通革

新」有斐閣)1998年,日 高謙一 「松 縄 器の流通政策 におけ碑 売制 と現金取 引4・意義」 鰹 済

論叢ユ第159巻 第1・2号,1997年,同 「松 ド電器 の月賦 販売制度の形成 と展Al「 経済論叢」第

159巻 第4号,1997年,な ど。

lo)数 少 ない例外 として,尾 崎久仁 博,前 掲論文,日 高謙一,前 掲論文等が挙 げ られる。
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以 前 の 時期 に 見 られ るか ど うか は,検 討 す る に値 す る問 題 で あ る1%

本稿 で は,全 う連 の 活 動 を中 心 と して,高 度 成 長 期 以 前,具 体 的 に は1950年

代 中葉 の家 電 流 通 シス デ ムの 特徴 を明 ち か にす る こ とに よ っ て,高 度 成 長期 に

お い て展 開 され た流 通 系 列 化 政 策 を発 生 史 的 に考 察 す る.手が か りを提 供 す る こ

とを 目的 と して い る。 加 えて,こ れ まで の流 通 シ.ステ ム論 にお い て 軽視 され る

傾 向 に あ っ た流 通 企 業 間 の 関 係 に 焦 点 を当 て る こ とに よ り,流 通 シス テ ム を分

析 す る に あ た っ ての 新 た な分 析 ア プ ロ ー チ を提 示 し.たい 。

以 下,ま ず 第H節 にお い て従 来 の流 通 シス テ ム論 を簡 単 に レ ビ ュー す る。 次

に第m節 にお い て 全 う連 の沿 革 を簡 単 に述 べ る。.さら に第IV節 か ら第W節 に か

け て,1950年 代 中 葉 にお け る家 電 流 通 の諸 問 題 を全 う連 の 立場 か ら指摘 す る。

具 体 的 に は第IV節 にお い て電 力 会 社 に よる家 電 器 具 直販 の 問題 を,第V節 に お

い て百 貨 店 に よ る値 引 き販 売 の 問題 を,第Vi節 にお い て 電 器商 同士 の競 争 ・軋

轢 を,第 田 節 にお い て い わ ゆ る 「金 融 モ.ノ」 の 問 題 を取 り上 げ る.最 後 に第 細

節 にお い て 本.論を総 括 す る。

皿 流通 シス テ ム論 の レビ ュ ー

流 通 シス テ ム とは,生 産か ら消 費 にい た る まで の財 の社 会 的 流 通 の仕 組 み で

あ る1%流 通 を シス テ ム と して 把 握 す る こ とは,流 通 環 境 ・流 通 機 関 ・流 通 構

造 ・流 通 成 果 な どの,流 通 過 程 を構 成 す る諸 要素 の相 互 関連,相 互 依 存 関 係 に

着Rす る こ とで あ り,よ っ て,流 通 シズ テ ム論 の課 題 は,そ の 相 互 関 連 の 分 析

にあ る1%

田 村 正 紀 は,そ の著 書 「日 本 型 流 通.シス テ ム』 に お い て,「 流 通 シス テ ム の

u)こ の点,日 高 は1松 下電器の基本的な流通 政策は高度成長期の販社設立以前 に見る ことがで き

る。」 と論 じている.目 高 謙 ・,前掲論文,⊥996年,88ペ ー ジ。

12)田 村正紀,前 掲書脚1ペ ー ジD

13>田 村正紀,前 掲 書,399-442ペ ー ジ,荒JII祐 吉 「円本におけ る1.商 品流通研究」展開 の潮流」

(荒川祐吉編 『流通研究 の新展開」千倉書房)1974年,合 力栄 「流 通システム論」 〔阿部真.也・但

馬 末雄 ・前田重朗 ・;国 英実 ・片桐 誠士編著 『流通研籠の現状 と課題」 ミネル ヴァ書房,1995年,

矢作敏行 『現代流通』有斐閣,1996年,7-IOペ ージ。
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各 要 素 の 間 の 諸 関 連 が全 体 と しτ お りなす パ タ ー ン」 と して 定 義 され る 「流 通

構 造 」 とい う概 念 を提 示 し,流 通 構 造 の分 析 は,従 来 の 日本 にお け る流 通 シ.ス

テ ム研 究 に お け る主 要 な理 論 命題 で あ っ た と述 べ て い る哺。 さ らに,従 来 の研

究 で と りあ げ られ て きた 集 計 レベ ル を,1経 済 体 制 レベ ル(資 本 主 義 国 一般 の

流 通 構 造 〉,2国 民 経 済 レベ ル(日 本 や先 進 国 の流 通構 造),3産 業 レベ ル(現

実 の あ る い は..般 的 な 産業 にお け る流 通構 造)の3つ に整 理 しだ5:1上で,今 後

の理 論 課 題 と して,「 流 通構 造 概 念 を流 通 シ ス テ ム の 集 計 レベ ル ご とに整 理 す

る一 方 で,そ れ らの 問 の 関 連 を明 確 に して,流 通 構 造 概 念 を整 理 す る作 業 が残

され て い る」 と論 じて い る1の。

田村 に よる集 計 レベ ル に関 す る 整 理 に基 づ い て,従 来 の研 究 に おい て 論 じ ら

れ て きた流 通 構 造 に関 す る主 要 な 問題 を ま とめ る と以下 の よ う に な ろ う。

1経 済体制 レベル

ー..白山競争段階におけるr商 業」……商業資本の自立化,商 業資本の
分化

独占段階における 「配給」……商業資.本の排除,商 業資本の系列化

2国 民経済 レベル

一 目本の流通構造の特徴……卸 ・小売商の零細性 ・過多性,

流通経路の多段陸佐

3産 業 レベル

チャネル構造……垂直統合,流 通系列化,パ ワー関係,
パー トナーシップ

こ れ らの 議 論 はい ず れ も,流 通 の担 い手 た る流 通 機 関 と して,製 造 企業 と流

.通 企 業 が 所 与 の もの と して想 定 され て お り,一 方 で,製 造 企 業 と流 通 企業 の 問

の 関 係 に つ い て は 深 い 考 察 が 加 え られ て い る もの の,他 方,流 通 企 業 間 の競

争 ・協 調関 係 や,流 通 企 業 に とっ て脅 威 とな りう る流 通 産 業 へ の 潜 在 的 参 入者

14)田 村 正 紀,前 掲 書,418-419ペ ー ジ。

15〕 同上 書,419-424ペ ー ジ。

16)同 上 者:,442ぺ ・一ジD
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に関 して は,ほ とん ど議 論 の対 象 と され て い ない 。 しか し,流 通 企 業 間 の 相互

関連 は,製 造企 業 間 の相 互 関連 や,製 造 企 業 と流 通 企 業 との 相 互 関 連 と と もに,

流 通 シス テム を構 成 す る 主要 な要 素 で あ り,..ヒ記 の い ず れ の レベ ルの 流 通構 造

を分析 す る にあ た って も,明 らか にす べ き理 論 課 題 で あ る と考 え られ る。 以下,

本稿 で は1950年 代 中葉 の家 電 流 通 シ ス テム を事 例 と して 取 り上 げ る が,そ の分

析 ア プ ロー チ と して,特 に流 通 企 業 間 の 関 係 と潜 在 的 参 入者 に焦 点 を 当 て る こ

と とす る。

m全 う 連 の 誕 生L71

全う連の前身は,1946年9月14口 に結成された 「全国ラジオ電機配給組合連

合会」である。戦時中から終戦直後にかけて,ラ ジオ受信機はラジオ受信機配

給会社(以 下,ラ 配と略記)を 統一窓[と した配給制が敷かれていた。 しかし

戦後,有 力メーカーの販売網 を活用する直売制が主張されls:1,ラ配としては,

これに対抗するべ く,自 ら配給網を整備する必要に迫られていた。そこでラ配

は,戦 前からのラジオ組合指導者に呼びかけ,販 売業者を構成員とする 「全国

ラジオ電機配給組合連合会」 を組織 させ,ラ 配経由配給分の供給機構の.一環と

して機能させることを図った。

しか し,配 給統制から自由販売への移行に伴いメーカー直販による扱い比率

が急増 し,ラ 配の存在意義は次第に薄れていった。そこで翌47年5月,1全 国

ラジオ電機配給組合連合会」の構成メンバーは同組織を発展的に解消し,配 給

業務を除いた新組織 「全国ラジオ電機組合連合会」を結成した。以降,.全 う連

は,① 修理用電ノiAl当の増加陳情 ② ラジオ電機器具統制価格撤廃,電 球統

制配給撤廃運動 ③ 聴取申込み取次 ぎ手数料値上げ要求 ④ 放送局の修理業

17)以 下,全 う連 の沿革 に関す る記述は,特 にことわ りのない限 り,全 う連 史編集委 員会編 「全う

連二十五年史』1981年,`1-118ペ ージを参考 に した。

18)実 際松 ドは1945年lO月 か ら販売 を再開する とともに,翌46年 には戦前 からの代理店制度 を復 活

させ るなど,販 売網の布石 にも着手 していた。松 卜.電器 産業 〔株)社 史室編r44下 電器 ・営業史

(戦後編>」24ベ ー ジ。
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務 進 出 反 対 運 動 ⑤ 物 品税 の 減 免 運 動,な ど,加 盟 卸 売 業 者 ・小 売 業 者 の利

益 保 護 を 目的 と して,組 織 を挙 げ て の運 動 に取 り組 む こ と とな った 。

Iv電 力会社 との関係

日本 で は1946年 半 ば 頃 か ら約10年 間 は,産 業 の 復 興 につ れ て増 加 す る電 力 需

要 に発 電 力 が と も なわ ず;程 度 の差 こそ あれ 恒 常 的 な電 力不 足 に 陥 っ てい た。

1951年,電 気 事 業 再 編 成 に よ り発足 した9電 力 会社 は,電 力 の 供 給 不 足 を補 う

ため,積 極 的 な電 源 開 発 を展 開 した19}。1955年 頃 にい た り,電 源 開 発 が あ る程

度 達 成 され そ れ.まで の 供 給 不 足 の 状 況 が解 消 され る と,電 力 会 社 は,電 力 需 要

の拡 大 の ため,家 庭 電 化 の 啓 蒙 や さ らに は 電化 器 具 の販 売 とい っ た,供 給 事 業

以 外 に進 出 す る こ と を 目論 む よ うに な っ た、 電 力 会 社 に よ る電 化 器 具 の販 売 は
,

メ ー カ ー に と って は 新 た な販 売 経 路 の可 能 性 を示 す もの で あ る が ,一 方既 存 の

ラ ジオ 商 ・電器 商 に とっ て は競 争 業 者 の 参 入 を意 味 した。.その た め,全 う連 で

は組 織 を挙 げ て電 力 会社 の家 電流 通へ の参 入 を 阻止 しよ う と した。

まず 挙 げ られ る もの が,電 気 事 業 法 案 に対 す る 反 対 運 動 で あ る2。:。ユ954年1

月 頃,電 気 事業 関係 の体 制 整 備 を 目的 と して,通 産 省 は電 気 事 業 法 案 を国 会 へ

上程 す る こ と とな り,そ の全 文 が 公 表 され た 。 そ の 中 で,電 力 会 社 に よる 「兼

業 」 及 び 「兼 業 へ の投 資 」 に 関 す る 条項xOが,通 商 産 業 大 臣 の 許可 とい.う条 件

191H本 電機工業会 『日本電機ユ:業史 籍2巻 」1970年 ,346-349ペ ージ。

20).以 下..電 気事業法案 に対す る犀対運 動に関 しては,以 下の資料 を参考 に した.「 全う連=:.卜五

年史」135-137ペ ージ,152-157ペ ージ,『 電波新聞11954年2月8日 付,2月15日 付,2月22日
付,3月29目 付。

21)具 体 的には以.ドのように条文化 されていた。

法案 第十二条 〔兼業の規制)
.一,一 般供給業者 はi通 商産業大臣の許可を受けなければ,一 般供給事業以外の事 業を営 んで

はならないp

二.通 商産業大臣は.一 般供給事 業者が一般供給事業以外の事業 を営む ことによ り,一 般供給

事業の遂行に支障を及ぼす おそれが ない と認めた時に限 り前項 の許可 を行 う.

法案第r十 七条 廉 業へ の投資)
一,一 般供給業.者は他 に対 して,通 商産業省令で定める限定 を超えて通商産業省令で定め る種

類の投資 をす るときは,通 商産業大臣の認.可を受けなければならない、

「.通 商産業 大臣 は他 に対する投資に より,一 般供給 事業 の遂行 に支障 を及ばすおそれ.がなノ
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付 きなが ら も,電 力 会 社 に よる 家電 器 具 の直 売 を認 め る もの と して全 う連 内で

問題 視 さ れ た。

そ こで,全 う連 で は最 高 顧 問 で あ った乖 離 清 十 郎 代 議 士 の バ ック ア ップ を借,

り,政 府 や 国 会 へ 嘆 願 書 を提 出 す る,「 電 気 事 業 法 反 対 総 決 起 大 会」 を ラ ジ オ

産 業 会館 で 開催 す る,さ ら に は各 地 の 地 方代 表 者 が..ヒ哀 し,地 元 選 出議 員 に働

きか け る な どの運 動 を展 開 し,結 果,こ れ らの 条項 は 削 除 され る こ と とな っ た。

な お,こ の 問 題 に対 す る メー カー の 取 組 み は極 め て消 極 的 で あ っ た32,。先 に

述 べ た よ う に,メ ー カ ー に とっ て は電 力 会 社 の 兼 業 は 新 た な販 路 の 出現 を意 味

し,実 際 多 くの メ ー カ ー が 電力 会 社 を通 じて の販 売 に力 を.入れ て い た こ とに加

え,重 電 兼 業 メー カー の 場 合,重 電 機 器 の顧 客.であ る電 力 会社 との 関係 を良好

に保 と う と した こ とな どが,理 由 と して挙 げ られ る。

上 記 の経 緯 を経 て 電 気事 業 法 案 の 成 立 は現 実 化 しな か っ た もの の,電 力会 社

各 社 は,法 案 の 成 否 に 関 わ らず 実 際 に家 電 器 具 の.販売 を行 う こ と を試 み た 。

1954年7月 に は北 海 道 電 力 が 宣 伝 カ ー や ビラ を用 い て小 型 の家 電 器 具 の 販 売.を

行 って い た と して,全 道業 者 が 集結 して 総 決 起 大 会 を開 いて これ に抗 議 した2㌔

ま た同様 の ケ ー ス と して,東 北 電 力 の 新 潟 支 店 で は,電 気 洗 濯 機 ・電 気 コ ン ロ

の 長 期 月 賦 に よる斡 旋 販 売 を行 った ため,新 潟 め 業 者 に よる 反対 運 動 を招 い た。

東 北 電 力 の.ケー ス で は,電 気 洗 濯 機 に関 して は,早 川 硯 シ ャー プ)を 除 く全

一 流 製 品が 対 象 に され て い た鋤。 ま た,九 州 電 力 は 「推 奨 店 制 」 に参 加 す る よ

う小 売 店 に働 き掛 けた 。 この制 度 は,電 力 会 社 が 小 売 店 に対 して 電 気 器具 の拡

売 を依 頼 し,そ の援 助 を行 う とい う もの あ っ た。 電 力 会 社 は啓 蒙 ・宣伝 活動 に

専 念 し,製 品 の販 売 は行 わ ない 制 度 で あ っ た ため,こ の 制 度 は業 者 に受 け 入 れ

られ た諭。 ま た 中 国電 力.も 「中 国家 庭 電 器 普 及会 」 とい う同 様 の 制 度 を 組織 し,

＼ い と認 め た と きに 限 り,.前 項 の 許 可 を行 う。 『.全う連 三 十 五 年 史 」153ペ ー ジ。

22)1司 上 書,155ぺ ・.ジ 。

23)「 電 波 新 聞11954年7月21日 付 。r全 う連 三 十 五 年 史」!41べ 一一ジ。

24)『 電 波 新 聞 』1955年5月18H付,6月1日 付 。

25)『 電 波 新 聞 』1955年7月6日 付,11月2H付 。
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業 者 へ の協 力 を呼 び か け 煙:。

この 電力 会 社 の直 販 問 題 に対 して も,メ ー カ ー は積 極 的 な防 止 策 を講 じず ,

逆 に電 力 会 社 に対 して製 品 を提 供 す る こ と も多 か っ た、 電 力 会 社 に よる 直販 で

は,.月 賦 販 売 な ど もあ った もの の概 ね正 価 ほ守 られ た こ とに加 え,確 実 な 資 金

回収 が 期 待 で き取 扱 量 も大 きい ため,前 述 の 電 気 事 業 法 案 の場 合 と同様,メ ー

カ ーの 立場 か らす れ ば,電 力 会 社 が 直 販 を行 う こ との 方 が ,少 な く と も短 期 的

には.メー カ ー に利 益 を もた らす と判 断 した た め と想像 され る2"。

しか し,電 器 卸 ・小 売 商 に と って,メ ー カ ー が 製 品 の流 通 経 路 と して電 力 会

社 を利 用 す る こ とは,み ず か らの 市場 機 会 を 失 う こ と を意 味 し,断 じて 許 され

ない 事 態 で あ った 。 した が っ て,電 器 卸 ・小 売 商 は全 う連 等 の 組織 を通 じて ,

電 力 会 社 の 直 販 を阻 止 しよ う と した の で あ る。

V「 百貨店の値引き販売」問題

当 時,一 般 市 場 にお け る価格 の乱 れ は あ っ て も,百 貨 店 が み ず か ら値 引 き販

売 を行 う こ とは極 め て稀 で あ っ た謝。 しか し,百 貨 店 と一 般 小 売 店 は消 費者 へ

の.販売 を巡 り競 合 す る存 在 で あ り,一 般 市 場 に お け る価 格 の 乱 れ は.百貨 店 に

と っ て も死 活 問 題 で あ った 。

1955年5月,在 阪 デ パ ー ト3店(高 島 屋,大 丸,阪 急)は,メ ー カ ー3社

(東芝,松 下,三 洋)と 交 渉 を行 い,一 般 販 売 業 者 に対 す る決 済 期 日の 短 縮 リ

ベ ー トの再 検 討 な ど,一 般 小 売 店 の値 引 き販 売 に対 して策 を講 じるか,さ もな

くば値 下 げ販 売 を認 め る よ う要 求 を行 っ たお;。こ れ に対 す る メー カー 側 の 回 答

26)r電 波新 聞』1955年8月31日,10月5H。 なお,こ の 中国電力 のケースでは,普 及会の賛否 を
巡 り,業 者 内での意見の不一致が見 られたと伝 えられる。

27)実 際.あ る メーカ・・の社 員の話 と して以下の ような記事が見られる、,1メーカー側か らすれば,

電力会社 に電化製 品を売 ってもらう方が売上げは大 きい し,新 しく生 まれた電化製 品をラジオ屋

が独占すべ き何 らかの法律 もない。正 直いえば ラジオ屋は不熱心 だと思 うjr電 波新聞』1954年

11月 工7H付 。

28)『 松下電器 ・営業 史(戦 後編}』132ぺ ・.ジ。

29)∫ 電波新聞』1955年5月25日 付,6月1日 付、
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に納 得 しなか っ た.百貨 店側 は,自 ら 「ク イ ー ン」 とい うPBを 付 した 電気 洗 濯

機 を 正価14,860円 で 販 売 した3。〕。 当時,百 貨 店 のPB商 品 は 「特 選 型 」 と呼 ば

れ た 。 こ の特 選 型 電 気 洗 濯 機 の 販 売 は 阪急,大 丸,高 島屋 に加 え三 越,松 坂屋,

.近 鉄 で も行 わ れ る よ う に な り,東 京 で も東 横 が 「TOYOKO」 とい う特 選 型 洗

濯 機 を19,800円 で.販売 し始 め た3㌔

以 上 の2つ の事 例 は,.あ くま でPB商 品 の 開発 で あ り,百 貨 店 に よるNB商

品 の 値 引 き販 売 で は な か っ た た め,一 殺 の 市 場 に対 す う影響 は さほ ど大 きい も

の で はな か った 。.しか し,翌1956年7月 に は名 古 屋 地 区 にお い て,松 坂 屋,丸

栄,オ リエ ン タル 中村 の3店 が,扇 風 機 ・テ レビ ・電 気 洗 濯 機 につ い て,メ ー

カ ー の商 標 を付 した ま まで 平均15～ 蓼0%引 きの値 引 き販 売 を開 始 したた め.乱

売 問 題 は 一気 に表 面化 した鋤。 名 古 屋 の 百貨 店 に お け る値 引 き販 売 は,値 引 率

を5～8パ ー セ ン トに押 さ える とい う こ とで メ ー カ ー と百 貨 店 双 方 の合 意 に到

達 し,一 応 の解 決 が見 られ た もの の,NB商 品 の 値 引 き販 売 は,東 京,京 都,

九州 を始 め全 国へ 波 及 した。 百 貨 店 の 値 引 き販 売 に対 抗 す る た め,一 般 の電 器

商 が さ らな る値 引 き販 売 を各 地 で 展 開 す る よ うに な り,市 場 は大 き く混 乱 した。

この 事 態 に対 して,一 般 の電 器 小 売 商 は,.全 う連 を通 じて メー カ ー,デ パ ー ト

側 に善 処 を求 め,特 に メ ー カ ー側 に対 して は,① 業 界 を撹 乱 した 百 貨 店 に 出

荷 を停 止 せ よ ② 卸 の 小 売 並 売 を認 め る な ③ 代 理 店 の 乱 造 を抑 制 せ よ ④

販 売 店,特 約 店 を組 合 員 に 限定 せ よ,な.ど の極 め て 強硬 な 要 求 を突 き付 け た軌

従 来,百 貨 店 は正 価 販 売 を行 う もの で あ り,販 売 時 点 で の 個 別 の ネ ゴに よる

値 引 き を前 提 と した 電 器 小 売 商 に と っ て,そ の 市 場 機 会 を奪 うほ どの 脅 威 を

持 った 存在 で は なか っ た。 しか し,百 貨 店 が 値 引 き販 売 を行 うこ とは,電 器 小

売 商 自 らが 店頭 で掲 げ る正 価 に対 す る信 頼 を喪 失 させ,泥 沼 の 値 引 き競 争 を引

30)r電 波 新 聞 」1955年7月6日 付g

31)「 電 波 新 聞 』1955年10月26目 付 。

32)以..卜,名 古 屋 の3デ パ ー トに端 を発 し た デ パ ー トの 値 引 き 問題 に 関 して は,『 全 う連 三 十 五 年

夏 」159163ペ ー ジ,『 電 波 新 聞 」1955年12H21日 付,1956年7月11日 付,7月25日 付,8月1口

付,「 松 下 電 器 ・営 業 史(戦 後 編 〕』132-133ペ ー ジ。

33)『 全 う連 「十f盛 年 史 』160ペ ー ジ。
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き起 こす とい う意 味 で,.ま さ に脅威 で あ った 。 よっ て電 器 卸 ・小 売 商 は,組 織

の もつ交 渉 力 を駆 使 して,百 貨 店 の値 引 き販 売 を防 ご う と した の で あ る。

V1業 者 内部 で の競 合....三 洋洗濯機返品事件

本節では,業 者内部での競合を示す典型的な事例 として,

三洋洗濯機返品事件とそれに対する全う連の対応を述べる。

1955年 に発 生 した

1当 時 の 家電 販 売業 者 の 状 況

1953年 頃 は,ま だ チ ャ ネ ル の 整 備 は 進 ん で お ら ず,代 理 店 の 卸 先 が 互 い に 重

な り合 う こ と も多 か っ た 謝た め,代 理 店 間 の 競 争 が 頻 繁.に 起 こ っ た 。 さ ら に,

小 売 店 間 の 競 争 も 非 常 に激 し く,加 え て,小 売 店 は,会 社 の 厚 生 部 や 共 済 組 合

に よ る.月 賦 販 売 に も対 抗 し な け れ ば な ら な か っ だ%こ の よ う な 状 況 の も と,

代 理 店 ・販 売 店 の 中 に は,流 通 業 者 間 の 競 争 を 切 り抜 け る た め,月 賦 販 売 を行

う も の が 多 か っ た 。 一 方 で,.メ ー カ ー と代 理 店,代 理 店 と小 売 店 問 は,手 形 を

介 し て 取 引 さ れ る の が 通 常 で あ り葡,代 理 店 ・小 売 店 は,決 済 の 期 日 が 近 づ く

と,価 格 を 切 り ドげ て で も 在 庫 を 現 金 化 す る 必 要 に 迫 ら れ だ り。 ま た,メ ー

カ ー の 提 供 す る リ ベ ー トを み こ して 過 当 な 値 引 競 争 を 行 う 小 売 店 が 多 か っ だ ㌦

流 通 業 者 間 の 競 争 が 激 しか っ た こ と と,手 形 取 引 が 通 常 で あ っ た こ と は,資

34〕 『三洋電機三十年の歩み」492ペ ージ,ラ オ ックス株式会社50年 史編纂委員会編 「ラオ ックス50

年U工981年,9192ペ ーージ,な ど。

35}『 サ ンヨーコ ンパ.ス」 の紙面 におけ る,あ る販売店主 の談話によれば,正 価を切 った月賦販売

を行 う労働 組合の厚生部 に対 して,非 常 に薄利で商品 を卸す業者が存 在 し,販 売店 の経営 を脅か

している,と い う。 『サ ンヨー.コンパ.ス」1953年10月 号。

36)聞 取 り調査 〔:秦正和,三 洋電機洋友会会長,19994F12月10日)。

37)『 電波新聞」の記 事には,小 売店 主の談話 と して以下の ようなものがある.「 問屋 も多 くなった

し小売店 も多 くな.つた、.だか ら沢山売って くれるところへ は手形 を書 か してで もどんどん品物 を

持 ち込む.予 形 を落す時 になってわれわれ小売店 にはなかなか銀行 も貸 さないか ら換金のために

手持 ち商品 をダンピングするんですよ」 『電波新 聞』1955年3月16日 付。

38)花 村,前 掲,61-52ペ ー ジ。なお.当 時小売店 の店頭 に値引価格が掲示 されることは稀であ り,

販売時の交渉 によって値引 きがな さ札るのが一般的であ った。正価以下の価格 を店 頭に掲示 した

小売店 は,[乱 売 業者」 と して他店 か ら糾弾 され た.聞 取 り調査,.秦 正和,株 式 会社 ダイ イチ

『ダイイチ40年 の道程』12ペ ージ,「 電波新 聞」 各号 よ り。
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金 離 に陥 っ た流 通 業 者 の乱 売39〕を引 き起 こ した 。 乱 売 の 形 態 は,小 売 業 者 が ダ

ン ピ ン グ販 売 を行 う,長 期 の月 賦 販 売 を行 う,と い った もの の ほ か,質 屋 な ど

の金 融 業 者 に 流 す 鋤,卸 売 店 が 小 売 を兼 業 す る4n,な ど,さ ま ざ まで あ っ た。

ま た,他 店 の 乱 売 に よ り経 営 が悪 化 した小 規模 の 販 売 店 を支援 す る た め,卸 商

が長 期 の 支 払 サ イ トの 契約 を取 り結 び,そ の結 果 自 らの 財 務 負担 を大 き くす る

とい っ た こ と も頻 繁 に起 こ つだ2:1。

こ う した...一部 業 者 の 乱 売 に よ り,.流 通 業 者 間 の競 争 が 激 化 し,経 営 の悪 化 し

た流 通業 者 に よ る さ ら な る乱 売 が.発生 す る,と い う悪 循 環 が,1954年 頃 よ り特

に顕 著 に な っ て い た。 この よ う な状 況 に対 して,流 通 業 者 の 中 に は,実 力 行使

に よ っ て メ ー カ ー に善 処 を迫 る もの が現 れ た 。 そ れが 大 きな問 題 に発 展 した も

の が,1955年3月 下 旬 か ら4月 初頭 にか け て起 こ っ た 「洗 濯 機 返 品 事 件 上で あ.

る 。 以 下,事 件 の経 緯 を説 明 す る筍,。

.39〕 乱売 とは,通 常は,原 価以下の価 格で販 売することを指すが,こ こで は,過 当な値引 き販 売の

ことを指す もの と して用いる。

40)1955年5月 に,大 阪の生野区で質流れ,金 融品のダ ンピング販売が表面化 し,近 畿 ラジ オ電器

協 会において問題 と して取 り上げ られた。『電波新聞』1955年5月25H。 また,「 電波新聞』の紙

面 の中で,あ る古物 商の談話 と して以下 のような ものがある。「現在 まで にわれわれの ところに

持 ら込 まれるテレビや電気洗濯機 はほ とん ど業者 自体が持 って くるもので,先 日も某 メー カーの

製品を60台 も持 ち込 んで きた代理店があった。 これな どはこ ららで驚 いて しまったが メ・..か一が

代理店 の信用 も調べず に約手商売 をしている ところに原因が ある.小 売業者が一台二台 と持 って

くるのは連日のこ とだし業界が長いサ イ トを持つ支払條件 で商売 を している間はこれ は無 くなら

ないだろう。」『電波新聞』1955年11月9口 付 。

41)「 週刊朝 日』の記事の 中.には,国 電秋 葉原駅 周辺の電気問屋街が小売 を兼業 する様 子が詳細に

報道 されている。そ の記事 による と,そ れぞれの銘柄の電気洗濯機 は以下の価格で一般に販売 さ

れていたゆ『週刊朝H』.195496月6日 号,79べ 一.ジ。

銘柄 秋葉原での販売価格 正価

フー バ ー 34,500円 39,500円

サ ン ヨー 23,800円 29,800円

東 芝 23.000円 2呂,000円

デ ンソ ー 20,000円 34,500円

デ ンケ ン 17,000円 19,900円

42)『 ヤ マ ギ ワ604Fの あ ゆ み 』98-103ぺ ・一ジ 。

43)「 洗 濯 機 返 品 事 件 」 の 概 要 につ い て は,r電 波 新 聞 』1955年4月6日 付,4月13H付 を参 考 に し

た 。
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2事 件 の経緯

1955年3月20日,東 京 都 江 東 区 深川 の販 売 店 で あ る豊 国電 業社 が ,三 洋電 気

洗 濯 機 の販 売 成 約 寸 前 で キ ャ ンセ ル され た。 理 由 は 「神 田 に行 け ば卸 価 格 以..卜'

で 売 っ てい る」 とい う もの で あ っ た。 豊 国 電 業 者 の代 表 で あ った森 川千 利 は=:

洋 東京 支 店 に抗 議 し,善 処 を要 請 し た.22日,森 川 氏 立 ち会 い の も と,三 洋 東

京 支 店 の 外 交 員 お よび石 丸電 気 店 員 が,神 田電 気 街 の 実 地 検 証 を行 い,安 売 り

の 事 実 を確 認 した 。 こ れ を受 け て,24日 森 川 氏 は再 度 三 洋 に対 して抗 議 を行 っ

た 。26日,三 洋 は代 理 店 会 を 開 き,代 理 店 に対 して サ ギ,盗 難 品 に よ る横 流 品

の 防 止協 力 を要 請 した。 この 対 応 を不 誠実 と した森 川 氏 は,30日,豊 国 電業 社

に お い て東 京 都 ラ ジ オ電 機 連合 会(以.ド 東 ラ連 と略 記)下 町 の9支 部 の支 部 長

会 議 を 開 き,以 トの 決議 文作 成,同 日三 洋 側 に提 出 した 。

一
,三 洋 電 気 洗 濯 機仕 切 り価 格 切 り ト'げの 件一 卸価 格 は安 売 価 格 以 トにす る

こ と

「,本 件 を実現 す る た めの 臨 時 措 置

(イ)本 決 議 参 加 支 部 員 は全 てr洋 洗 濯機 の即 時 返 品 を行 う

(ロ)支 払 い は事 件 解 決 まで延 期 す る

(ハ)全 三 洋 製 品 の取 引 を中止 す る

(二)返 品 に対 す る損 害 補 償 は,運 搬 費 の 貴 社 持 ち と し,返 納 分 に対 す る

チ ケ ッ トの権 利 を保 障 す る こ ととす る

この 決 議文 に基 づ き,31日 よ り実 力 行 使 と して 三 洋 電気 洗 濯 機 の集 団 返 品 が

開始 され た。 東 ラ連 本 部 もこの 動 きに 同 調 した た め,集 団返 品 の 規 模 は拡 大 し

た4%4月4H,三 洋 側 は東 ラ連 の信 井 斉 蔵 と広 瀬 太 吉 に解 決 を委 任 し,同 日

よ り東 ラ連 にお い て 解 決 策 が協 議 さ れ た。 翌5円,東 ラ連 は,先 の 決 議 文 を無

効 と し,卸 価 格 引 き.ドげ な どの 強硬 な要 求 を取 り.ドげ た 妥協 案 を三 洋側 に改 め

て 提 出 した 。 三 洋側 が こ れ を受 諾 した ため ,よ うや く問題 の解 決 に至 っ た。

4の4月3Hま で に150台 以上 が返品 され,返 品準備 された洗濯機総 数は1500台 に達 した。τ電 波新

聞11955年4.月6日 付。
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この事件を受けて,三 洋では5口 夜再び代理店会議を開き,販 売ルー トの確立

と横流れ品を防止するため以下の対策を発表 し,代 理店に協力を要請した。

① 代理店による中間卸は行わない(特 に必要の場合はメーカー直送〉

② 代理店は店頭に洗濯機を並べない

③ 代理店が販売店に洗濯機 を販売する際は,製 品番号を必ず記帳する

④ 各代理店は正常販売担当責任者を置 く

⑤ 販売店に対 して協力を要請,乱 売などの起こった場合には会社に直ちに

知らせてもらう

⑥ 正常販売の監視委.員を置.く

これにより,製 品が最終需要家に至るまでの経略を三洋自らが把握すること

を図 り,ま た,不 正横流 しの発覚 した場合,出 荷停止などの強硬な措置に出る

ことを代理店に申し合わせた。

VII「 金 融 モ ノ」 対 策

前 節 にお い て 述 べ た よ うに,過 剰 在 庫 を現 金 化 す る必 要 に迫 られ た販 売 業 者

の 中 に は,商 品 を質屋 等 の金 融 業 者 に横 流 しす る もの もい た 。 また,盗 品 や 質

流 れ 品 を購 入 す る専 門 の ブ ロ ー カ ー も登 場 して い だ9。 さ らに は,中 に は ダ ブ

つ い た商 品 を さば くた め に 「比 較 的恵 ま れぬ 他 の 業 界 に 目 をつ け た メー カーの

中 に は荒 物 屋,金 物 屋 な どに転 業 を勧 誘 し,す で に テス トケー ス と して実 行 に

うつっている事例がある」「大 メーカーの特販部が大会社の購買課を通pて 社

員に製造価格で納入している」樹といった事例 も伝えられている。

以上のように,当 時の家電流通機構 においては,電 器卸商一電器小売商 と

いった正規の径路を経ずに通常の仕切値 ・卸値以下で流通する商品が多 く,こ

れらの商品を取 り扱うことは他業種 にとっては非常に魅力的なことだった。

全日本質屋連合会は1955年9月 都内を中心 として 「日本家庭電気器具協会」

45)「 電 波 新 聞」1955年5月25日 付 。

46〕 『電 波 新 聞」1955年6月1日 付 。
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を結 成 し,こ.れ を通 じて,大 衆 宣伝 活 動 や 一 元 的 な ア フ タ ・一サ ーービ ス等 組 織 的

な販 売 活 動 を展 開す る こ とを 図 っ だ%こ れ は,金 融 業 者 へ の安 定 的 な商 品 の

供給 が あ る た め実 現 す る こ とで あ り,全 う連 を中 心 と した 電 器卸 商 ・小 売 商 は

安 定 的 な供 給 を 断 つべ く以.ドの 対 応 を採 っ た 。 第 一 に,「 全 国 ラ ジオ テ レ ビ電

機 防犯 協 会 」 を設立 し,そ れ を盗 品 の 防 止 の 為 の 警 察 に対 す る 窓 口 と しだ ㌔

第 二 に,メ ー カー に働 きか け.① 組 み 立.てた 際 表 に現 れ な い 部 品 に刻 印 す る

な ど,ネ ー ム プ レー トや 製 造 番 号が 消 え ない よ う な方 法 を 取 る ② 外 装 箱 に

も製 造 番 号 を表 示 す る ③ サ ー ビ.ス券 の 行 方 を確 認 す る,と い った 防 犯 に対

す る 具 体 策 を講 じ させ た4%第 三 に,関 西 卸 商 連 盟 や近 畿 ラ ジオ 電 器協 会 な ど

の組 織 で は,組 織 加 盟 会 員 を拡 大 す る と と もに そ の 内部 で の相 互 監 視 を強 化 す

る こ とに よ っ て,横 流 れ 品 の 防止 を図 っ だ%

V皿iお わ り に

以 上 の分 析 よ り,1950年 代lil葉 の 家 電流 通機 構 の特 徴 を ま とめ る と,次 の よ

うに な る。

第 一 に,家 電 流 通 の担 い手 は電 器 卸 ・小 売 商 に限 らな い とい う こ とで あ る。

電 力 会 社 は電 力 需 要 を高 め る こ と を 目的 に,電 化 の啓 蒙 活 動 に と ど ま らず,電

気 器 具 の販 売 まで も行 お う と した 。 また,質 屋 等 の 金 融 業 者 は,電 気器 具 の 金

融 物 権 と して の 価 値 に着 目 し,「 金 融 モ ノ」 の 販 売 を積 極 的 に 行 お う と し.た。

これ らの他 業 種 の存 在 は,一 般 的 に考 え られ る 「メー カー一 電 器 卸 商一 電 器

小 売 商」 とい う流 通 機 構 を破壊 す る可 能性 を持 つ ほ どの脅 威 を もっ てい た。

第二 に,極 め て激 しい 流 通 企 業 間 の競 争 が存 在 した。 これ.は,卸 売 商 に よ る

小 売兼 業,百 貨 店 に よ る値 引 き販売,小 売 商 に よる過 度 の 乱 売 や 金 融 業 者 へ の

商 品 の横 流 し,等 の 形 態 を と った。

47)「 電波新聞』】955年9月21H付 。

48〕 『竃ま皮新聞」1955年10月12日て寸6

49)「 電波新聞11955年10月26日 付.

50}「 電波新聞」1955年U月2H付,
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第 三 に,電 器 卸 ・小 売 商 は,組 織 を形 成 す る こ と に よ り.流 通.シス テ ム を構

成 す る他 の 流 通機 関 に対 して大 き な交 渉 力 を有 して い た 。 したが っ て,個 別 商

店 の 零 細 性 を根 拠 に,メ ー カ ー に対 して従 属 的 な存 在 で あ る と仮 定 す る こ とは

誤 りで あ る 。 また,こ の交 渉 力 は,他 業 種 の 業 者 の み な らず 同業 他 社 に対 して

も有 効 に作 用 した 。 電器 卸 ・小 売 商 は,互 い に競 合 す る存 在 で あ る と同時 に,

業 界 の 構 造 を大 き く転 換 させ て しま う よ う な行 動(電 力 会社 に よる直 販 ・百 貨

店 の値 引 き販 売 ・同業 他 社 に よ る過 度 の 乱 売 ・金 融 業 者 に よ る横 流 れ 品 の 販

売)に 対 して は,組 織 の.交渉 力 を手 段 と して そ れ ら を排 除 し よ う と した。

これ らの 諸特 徴 は,こ れ ま で の流 通 シス テム 論 にお い て重 視 され て こ な か っ

た,流 通 企 業 間 の協 調 と顕 在 的.・潜 在 的 競 争 に焦 点 を当 て る こ とに よっ て初 め

て 明 らか に な る もの で あ る。 したが っ て,第 皿節 か ら第W節 に わ た っ て展 開 さ

れ た 事 例研 究 の 理論 的貢 献 は大 き い と考 え られ る。

なお,上 記 の 第 三 に お い て指 摘 した電 器 卸 ・小 売 商 の もつ交 渉 力 は,し ば し

ば,メ ー カ ー に対 す る 出荷 停 止 要 求 な どの極 め て 強 硬 な形 と な っ て現 れ た。

1957年,公 取 委 に よ る八 項 目排 除 勧 告51:1がな され て 以 降,こ の 交 渉 力 は骨抜 き

とな り,電 器卸 ・小 売商 は みず か らの 交 渉 力 を も って業.界構 造 を保 持 す る こ と

が 出 来 な くな っ た 。 こ の こ とが,流 通 系 列 化 政 策 に よる新 た な業 界 構 造 の構 築

の 可 能 性 を メー カ ー に与 え た ので あ る。

51)1956年 に発生 した百貨店 による値 引 き販売問 題が直接の 契機 となっ て,同 年8月,家 電メー

カー各社 は,「 家庭電 器市場安定協議会」 を結成す るとともに,八 項 目にわたる協定 を取 り結 び,

乱売の防止 と市場の安定 を図 った。 これは,全 う連等 を通 じた電器商 の影響が大 き く作用 した も

のであった。翌57年,公 取 委は,小 売価 格の維持 をR的 と した.① 八項 目による市場 安定 協議

会会員の活動の制限 と ②..メ・一カーに出荷停 止を強いる全 う連の活動 を,と もに違 反 とする勧

告を出 した。特 に,全 う連の活動 を制限する② の影響 は大 き く.電 器商の メー カー に対する交渉

力は大 きく減退 した。「全う連 需十五年 史」176-1柵 ページ,『電 波新聞』各号 。


